
 

この裁判は、福島原発事故を引き起こした東京電力と国の責任を問う集団訴訟で、 

「福島原発被害東京訴訟」 といいます。この訴訟は、今年３月１１日に提訴されました。 

裁判の大きな特徴は「政府が避難区域として認めなかった地域から避難した人々」が原告となっていることです。避難区域外から避難

した人々は、十分な公的支援を受けられないなど、様々な苦難を強いられています。裁判では、避難区域の内外の区別することなく、

原発事故被害者が受けた損害の完全な賠償を求めています。現在、この裁判を応援するサポーターを募っております。 

福島原発被害東京訴訟サポーターズ 代表呼びかけ人 信木美穂（きらきら星ネット共同代表） 

 

ご登録いただける方は、下の登録シートにお名前等ご記入の上、スタッフにお渡しただくか、 

FAX：03－3598－0445 または メール：311himawari@gmail.com にお願いします。 

 


